
ぶっびんのじ

日長官日の完成検査をさせる必要のあるものについては， L完成

検査付 1 の約定をそれぞれ行うものとし，契約が締結されたと

きは，契約担当役は， 契約訟の写しをもって当核物品の受波場

所を担当する物品 :H納役(物品出納長または分任出納長級出)お

よび倹fi'Elに通知する。この場合の契約がw.t 1.望日付または完成

検査付のときは， 契約担当役は， !Íi~ 1/~員に対しても問機の通知

をするものとする。日:，，，~'i員付のものにあってはI 11ヰ:~ ]跨j;\は工事

過程の進行に応じてj升裂の検査を行い，監脅良の完成検査付の

ものにあ っ ては，日n 督員は完成検査を行い，それぞれの検査に

合絡したものについては L検査合絡証明書1 を作成して契約の

相手ゴJに交付するとともに， 受渡場所に向けて出荷することを

承認1，-;-る。

受渡j場19rの長が契約の相手方から給付完了の版社1 (日日惇員十!

または完成検査十!の場合は松門貝の検査合絡罰IIYJ í~r-が添付され

ていることが必要である)を受l'Jlしたときはただちに i会資只に

ì!lW~ し，検:i!f. Aは通常の場合は， 給付完了の}IT! W を受血!した日

から 10 日以内に給付完了の検査を終了しなければならない。

検査員は主として外装，外観， 寸法検査を行うものとし，必M

に応じてH霊能険 .1'l'および物理的 ・ 化学的試験をも行うがI ~fi:~ 1:査

員の検1i'合怖言[11)]訟の添付があるものについては，広Lイラuの検

査事項についての検査を省時することができる。給付完了の検

査J乙合略したものについては，検査員は L検査訓告1 を作成し

て納♂\;~1に添付して現品を物品 /1\納役に回付することによって

検査の手続が完了する 。

4 検査合格証明書と l険食部，j :;!fの凶:絡 検査合絡官[I!J-j告は盟主

督負が約定した検査基準にもとづいて所要の検査を行い，合|脅

したことを立証する証拠書類であって， 検査員が行う給付完了

の際の総定資料となるものであり ，この書類作成の準拠法規は

鉄道物品事務規程 (IIß和 26 ・ 3 総J主主主第 127 号)担p; 18 条第 2~の

規定による。検査調諮は検査員が約定した検査主主主l皇にもとづい

て，所主Eの検査を実施した結果の合協を立証する ílHliであるこ

とは，検査合協証明書と同様であるが， このほかに国鉄の支出

の証拠詑類である契約の相手方の領収証書に添付する前出とな

るものであり ， この者獄作成の準拠法規は帝国鉄道会計契約事

務規絞(大IE 11 ・ 7 迷第 546 号)第 83 条および1!P; 84 条の規定に

よる。(大西照夫)

ぶっびんのじゅんびけいかく 物品の準備計画 (国鉄の)

国鉄における資材管理は， 使用部門から独立の地位にある資

材部門が行う制度にな ってお り，この資材部門の任務は，資材

管理の主i一点である L必裂な資材を， 必要な時JtJJ までに， その必

!}1! f社だけを，できるだけ安く )4Yf入して配給する1 としづ要請に

こたえなければならないσ 使用説場からみれば， 自己の作業を

完全に遂行するためには， 現場使用箇所の近くにあらかじめ相

当証iのスト γP を保有しているこ とが望ましいことになる。し

かし企業の経営合理化のためには，運転資金の回転上その物品

の保有五j は，必要最少限度であることが要求される。この貯践

の安全率と， 巡il底資金の悶伝率との基Efliは互に制 l矛盾するとこ

ろであり，ここに物品準備計画の ill裂性がある。

l 物 ，W， it在 日u計画の霊要性

(1) 医I~;kは公企業であり，その仕事が直接一般の公共生活に

彪轡をおよぼすものであるから，資材の入手遅延を司i 由に仕事

を中世1iするわけにはいかぬ。すなわち企業の公共性がI i1~~H計

磁の正縦性をまず要求するわけであ%。

12) 一般以企業同級に，資材不足から生じる企業の経営的出

失を防がねばならぬ。すなわち所要資材の未到着のため， 一般

職只が~1J'l.しなければならぬ手待時間や，資材不足のためやむ

なく高価で腕入せねばならぬというような経済的損失は， 準備

を周到に行うことにより防軍得るわけて‘ある。

(3) 大金購入による経済性は， ]ÌÎJ広な準備を必要とする。

(4) 国鉄の使用する資材の特奥性が前広な準備を要求する。

国鉄が何年使用する資材は多極多様であり ， その額も 1 千憶を

こえる誠に達するわけであるが，その大半の物品は鉄道特有の

市場性に乏しいものであり，その調達には製作却]聞の関係で相

当長期jを裂するわけである。 また一般市場品であっても企業の

性絡上， 伎の優秀を要望するというような函からも ， 計画的な

準備が袈求されてくる。

(5) 経済的資材の運用には，最低の貯放iii:で適時適切な配給

を行なわねばならぬ。これは周到な準備計画をたててはじめて

達成されるわけである。

以ヒ述べたように物品^r:ì'llJlの巧抗11はまず準備計画の良否に古、

かるわけであり ，現在国鉄においては， 所主E資材の需要量をも

っとも附'll/á.ーには燦することが可能である使用部門からの準備要

求にもとづいて， 年間1所!lE資材の準備計画を立てる制度として

いる。

2 準備要求基準矧 準備要求は整理区分にかかわらず準備

昔I' ù!jj者において ， 準備晋|闘を必姿とする物品について行わなけ

ればならない。これに対応した予算が準備要求基準微である。

このため材料政予Z-):<I'つぎのものはこの基準微に含まれない。

川車両工場政ア 製作品材料および 2 次製作品材料イ

古材料 ウ 師n消品， I首1接材料，作業用昔器具に決算する製作j狩

政品。

(2) 施設作業政 俊械区において工場に製作委託する製作用'

政品。

(3) 車問作業費 111阿エ場から受持区へ配給する製作貯蔵品。

(4) 各作業政の干l}J'I']品材料

(5) (目)石炭で決pーする石炭穎および (項)運転作業費(目)流

動燃料訟で決算する ì01 1l旨類。

これは本社で準備~~止をまたずに， 別途準備計図をたてるの

で，準備主主求を省略している。

以上述べたように準備要求基準綴は， かならずしも材料費予

Zi'ーとは合致せず， また上半期lの準備裂求提出11時には，新年度予

算も通達前である等の事由から ， 現在では資材局が主管局と協

議して， J.庶民1] としてこの基準倒を指示している。

3 !.I叩rl要求数五tの策定 準備要求者は予算にもとづいて所

裂物品の甑類 ・ 数量 ・ !日li絡 ・ 所要l時期等を調査して準備要求訟

を作成し，一般補修用資材については，計画貯蔵品・非計画貯

蔵品別に 4 半期別の内訳を記して計画j自'政品は年 1 回，非言十四

l作成rfhは上半期 ・ 下半JIJJの 2 聞に定期要求し，工事経費所要物

品については， 予算示達後すみやかに準備主要求しなければなら

ない。この嬰求数誌は，予算にもとづいて工事計画上必要とす

る物品を算出し，その全数を品形)]1]に使用要求しなければなら

ぬのであるが，この rHl j診別使用嬰求の例外につぎのものがある。

( 1 ) 工Jfj' • 2 )t-i'使用見込械 工場貯蔵品および第 2 貯l絞品に

保有する物品を使用して， その充足を必要としないものについ

ては， 準備要求諮総指表および準備嬰求傾対予算実施計画比較

表に L工貯 ・ 2 JtT使用見込傾1 と 記入して，その見込額を計上

する。これは現在使用要求であるので，使用するものはすべて

品形見1)要求をしなければならぬわけで・あるが， 同一物品の死退

般化を防ぐためと，一方では予算との対照を正確にするためで

ある。ただし中失調達品中のレ ー ノレ， レーノレ付属品， 枕木等に

ついては，準備計画者において巡周しているので，完全た使用

要求をしなければならない。




